
 

 

平成２９年度 

 

第 1 回 

北広島市情報公開・個人情報保護審査会 

 

議 事 録 

 

 

 

平成 30 年 3 月 8 日（木） 

北広島市役所本庁舎 3 階 会議室 D 

 

北広島市総務部行政管理課 

 

 



 

平成２９年度 

【第 1 回】北広島市情報公開・個人情報保護審査会 

 

1 日 時 平成 30 年 3 月 8 日（木）午後 6 時 15 分～7 時 45 分 

2 場 所 北広島市役所本庁舎 3 階 会議室 D 

3 出席者 委  員：会長ほか 6 名 

事務局等：市長、総務部長、行政管理課 4 名 

傍 聴 者：無し 

【委員】 

山下 竜一 髙畑 裕子 

館岡 道宏 長島 博子 

深村 真人 福島 康則 

三木 千晶  

【事務局等】 

北広島市長 上野 正三 

総務部長 福島 政則 

行政管理課長 安田 寿文 

行政管理課 主査 高橋 正弘 

行政管理課 主査 寺岡 純 

行政管理課 主事 畠山 大輝 

 

 



会 議 次 第 

 

1 開会 

 

2 会長及び副会長の選出 

 

3 諮問書提出 

 

4 会議録署名委員の指名 

 

5 審議 

〚審議案件〛 

「個人情報保護に配慮した市の施設等に設置する防犯カメラの 

取り扱い」について 

 

6 答申 

 

7 その他 

 

8 閉会 

 

 

 
 

 

 
 



議 事 
 

〚説明案件〛 

「個人情報保護に配慮した市の施設等に設置する防犯カメラの取り扱い」について 

 

〚諮問案件〛 

「個人情報保護に配慮した市の施設等に設置する防犯カメラの取り扱い」について 

 

1 開会 
 

◆高橋主査 

全員お揃いになりましたので始めたいと思います。 

本日はお忙しい中ご出席頂きありがとうございます。 

今回は、委員改選後初めての審査会開催の為、会長、副会長がまだ決まっておりませんので、 

会長、副会長が選出されるまでの間、私行政管理課主査であります高橋が進行させて頂きます。

宜しくお願い致します。 

それでは早速ですが、これより「情報公開・個人情報保護審査会」を開催致します。 

本日審査会の委員は全員出席されております。委員の過半数が出席されておりますので、審査会

条例第 6 条第 3 項に基づき、審査会が成立していることをご報告いたします。 

また、本日の審査会は、北広島市情報公開条例第２０条に基づき、公開とさせて頂きます。 

 

2 会長及び副会長の選出 
 

◆高橋主査 

それでは、会長・副会長の選出について委員の中から互選して頂きたいと思います。ご意見を

お願いしたいと思います。ございませんか。 

特にご意見が無ければ僭越ではございますが、事務局の方からご意見をお出しして宜しいでし

ょうか。 

◆委員 

お願い致します。 

◆高橋主査 

それでは、会長に山下委員、副会長に深村委員をお願いすると言うことでいかがでしょうか。 

◆委員 

賛成です。 

◆高橋主査 

それでは、会長に山下委員、副会長に深村委員と言う事で宜しくお願い致します。 

 

3 諮問書提出 
 

◆高橋主査 

審議に入ります前に本日の議案にかかる諮問書を山下会長に提出させて頂きたいと思いま

す。 

◆上野市長 

北広島市情報公開・個人情報保護審査会会長、山下竜一様。北広島市長上野正三。 

「個人情報保護に配慮した市の施設等に設置する防犯カメラの取り扱いについて」、北広島市

情報公開・個人情報保護審査会条例第３条第１項第３号の規定により貴審査会の意見を求めま

す。よろしくお願いします。 

◆高橋主査 

それでは、この後につきましては、会長の方から議事の進行を宜しくお願い致します。 

◆山下会長 

お忙しい中本日の会議にご出席頂きましてどうもありがとうございます。 

さきほど、事務局より本日の審査会が成立する旨の報告がありましたので、会議次第に従いま

して会議を進めてまいりたいと思います。 

 



4 会議録署名委員の指名 
 

◆山下会長 

会議を進める前に会議録の署名委員についてお諮りいたします。他の審議会と同様２名の署

名委員で行うことについてよろしいでしょうか。 

◆委員 

はい。 

◆山下会長 

それでは本日の会議録の署名委員を私の方から決めさせて頂きます。 

髙畑委員と館岡委員宜しくお願い致します。 

 

5 審議 
 
◆山下会長 

先程本日の審議案件について審査会へ諮問を受けましたので、「個人情報に配慮した市の施設

等に設置する防犯カメラの取り扱いについて」の審議に入りたいと思います。 

まず、事務局から諮問の内容について、審議資料により説明してもらいたいと思います。 

資料でありますが、大きな項目が 3 つあります。まずは一括して説明してもらいまして、それ

から後で１つずつご質問ご意見を伺いたいと思っておりますが、宜しいでしょうか。 

それでは、事務局から説明宜しくお願い致します。 

◆安田課長 

それでは今回の審議に対しまして私の方から説明させて頂きます。まず最初に先程市長から

の今回の諮問理由についてでありますが、この諮問書の 1 番下に書いてある諮問理由というこ

とで、「近年、防犯カメラにより撮影、記録された画像に個人が認識できる画像が含まれている

可能性から、事件捜査のために防犯カメラの記録画像が活用されるケースが増加する一方で、防

犯カメラの必要性は認めながらも、個人情報保護やプライバシーの保護に関する懸念がありま

す。このことから、防犯カメラに撮影された個人の画像などの個人情報の漏えいや個人の権利利

害侵害の防止など、適正な個人情報の保護を図るため、市の施設等に設置する防犯カメラの設置

や運用等について統一的な遵守事項を定めることとし、貴審査会の意見を求めるもの」というこ

とで今回諮問をさせて頂いております。 

それでは、審議資料を見て頂きたいのですが、まず今回の遵守事項を作る背景ですが、先程の

諮問理由とも重複するのですが、近年事件捜査の為に防犯カメラの記録が活用されるケースが

全国的に増加しており、実際に事件の解決や犯罪の未然防止に役立つという考えが広がってき

ているところです。 

しかし、一方で防犯カメラの必要性は認めながらもプライバシーの保護に関する懸念もあり、 

更に、画像の無断不正使用などに不安を抱いている人もいるということも事実であります。 

実際に、以前札幌市が行った市民アンケートにおいては約 3 割近くの市民が不安を感じてい

るという回答結果となっています。 

このことから、個人情報保護条例の趣旨を踏まえた上で統一的な遵守事項を定めて市民のプ

ライバシーの保護を図るとともに防犯カメラに対する不安感の解消をはかり適正な個人情報の

保護を図っていく必要があると考えており、今回統一した遵守事項を作成することとしており

ます。 

続きまして 2 番目の適用の範囲について説明させて頂きます。今回定める遵守事項の適用範

囲は、「市の施設等に常設する防犯カメラ及び記録された画像」を対象としております。 

ここで言います市の施設というものについては、市が設置もしくは管理している施設の他、指

定管理制度等により管理している施設も含むものと考えております。また、常設とは特定の場所

に継続的に設置されているものであり広報映像や事業記録等の撮影用に使用される携帯的なビ

デオカメラやデジタルカメラ等は今回のこの遵守規定の中については対象としないと考えてい

ます。 

次に防犯カメラというものの定義についてですが、防犯カメラとは犯罪の防止を目的とする

防犯カメラの他、目的用途が犯罪の防止ではないものの、特に市民から見て防犯カメラと区別が

つきにくい防災用カメラや施設管理等を目的とする一般には監視カメラと言われるものも含め

て今回は防犯カメラとして対象としています。 

 



また、画像の撮影だけでなく録画装置を備えている機器を対象としています。ただ画像を撮っ

ているだけのものについては対象としません。あくまでも録画装置を備えているものを防犯カ

メラと位置付けているわけです。 

また、画像とは防犯カメラにより記録された画像で特定の個人が識別できる可能性のある画

像とし、今回それらの施設等に常設された防犯カメラの設置と運用に対して遵守事項を定める

という風に考えております。 

次に遵守すべき事項ということで（1）から（6）まで上げております。まず（1）の防犯カメ

ラの設置にあたっての遵守事項については、まず設置の目的を明確にし、目的を達成する為に必

要最少限の台数及び撮影範囲とします。これは防犯カメラの撮影記録された画像には、不特定多

数の人が撮影され、また個人が識別される画像が含まれる可能性があることを認識して、画像は

あくまでも目的を達成する為、カメラの台数や撮影範囲を必要最少限にすると定めるものであ

ります。 

また画像が本人の知らないうちに取得されてしまうことのないように、いわゆる隠し撮りに

ならないように、防犯カメラの設置については、設置している旨を出入り口等の見やすい場所に

表示するようにしたいと考えております。 

次に（2）の防犯カメラの適切な管理、運用体制について必要な措置を講じることとしており

ます。まず防犯カメラの運用及び画像の適正な管理に係る責任者を置くこととします。 

この責任者は防犯カメラを利用する事務を所管する課長職を充てることとしております。責

任者は防犯カメラにより取得した画像の適切な取り扱い等北広島の個人情報保護条例を踏まえ

負うべき責任等を実質的に統括する者を責任者とするものです。また責任者を補佐する職員を

置くことができることとしています。 

次、（3）の防犯カメラの画像及び記録媒体の管理についてとありますが、大きく 4 つの事項

を定めることとしております。まず 1 つは画像が記録できる装置については施錠できる位置に

設置すること。また記録媒体についても施錠する事ができる事務室や保管庫なりに保管する事

とし盗難や紛失の防止に万全の措置を講じる事としております。2 つ目は画像の保存期間を 30

日以内とします。現在記録装置はデジタル化が進み小型大容量のハードディスクを備え長時間

録画可能な機種が増えていますが、個人の画像の漏えい等を防止する為必要最少限の期間にし

たいということで最大でも 30 日、実際目的によっては 2 週間といったものもあるようですが、

最大でも 30 日以内という事を定めたいと考えております。3 つ目は画像の加工・不要な複写は

禁止するということであります。現在のデジタル画像処理技術は画像上の個人の顔を別人に置

き換える等の行為を容易に行えることから意図的に個人の画像を改ざんして利用しようとする

行為を防止する為にこの規定を設けるものであります。 

また、複写の禁止については個人の画像の漏えい等を防止する為、画像データの複写を禁止し

ます。但し、防犯カメラの事故等の発生記録や防犯用のカメラによる災害の記録の研究用資料 

等の作成の為複写する場合は除外して複写を認めることとしますが、基本的には複写は認めな

い。4 つ目は記録媒体からの画像の消去についてでありますが、原則上書きする方法により行う

こととします。また記録媒体の交換や処分する場合は破砕等により処理を行う事とし確実に画

像の消去を行うという形で措置を講じる事としています。以上大きく 4 つの方策を講じて画像

の漏えいの防止や画像及び記録媒体の適切な管理をしていく考えでおります。 

次に（4）の画像の第三者への提供についてでありますが、目的以外の画像の閲覧や提供を禁

止します。但し本人の同意がある場合または、本人へ提供する場合、刑事訴訟法に基づく捜査機

関からの要請があった場合、その他法令に基づく照会や要請があった場合、人の生命、身体又は

財産の保護のために緊急に必要な場合、この 4 つについては開示請求に基づき閲覧若しくは提

供できるようにしたいと考えております。これは個人が特定できる画像を目的外の利用や提供

をしてはならないことを義務づけるとともに例外的に画像の閲覧または提供できる場合を定め

るものであります。例えば市の防災または施設管理を目的とした防犯カメラでも警察等捜査機

関からの画像の提供依頼があった場合、防犯目的の設置ではない為、原則画像の閲覧や提供はで

きませんが、例外規定として刑事訴訟法に基づく捜査機関からの要請依頼があれば画像の閲覧

や提供ができるという旨を規定するものであります。なお、この規定は本市の個人情報保護条例

の第 8 条の規定の一部を準用しているところであります。次に（5）の指定管理者や管理業務受

託者に防犯カメラの管理運営について行わせる場合に画像の適正な取り扱いを図る為実施機関

が遵守すべき事項と同様に取り扱いを義務付けるものであります。これは契約等に明記した 

りして義務付け、市と同様の取り扱いとさせるよう明記をすることと考えております。 

 



最後に苦情の処理についてでありますが、近年ＩＴ社会の急速な進展に伴い利便性が向上し

た反面個人情報が瞬時に流出する危険性が増大しており、防犯カメラの画像の取り扱いに関し

ての苦情を受けた場合は、個人情報に配慮する観点から適切かつ迅速な処理を務めるものと言

う事で、この辺も明記したいと考えております。以上説明した通り市の施設等に設置する防犯カ

メラの取り扱いについて統一した遵守事項を定め、個人情報の適切な保護を図っていきたいと

思いますのでご審議を宜しくお願いします。なお現在、資料にあるように市の設置している防犯

カメラの状況については全部で 84 台であります。以上で説明終わらせて頂きたいと思います。 

◆山下会長 

どうもありがとうございました。今ご説明頂きましたように色々議論する事があるのですが、

最初にも申しましたように、いくつかに分けて 1 つずつご意見伺いたいと思います。まず 1 つ

目の背景のところですね。この点については防犯カメラが事件の解決に繋がるとか、あるいは防

犯カメラがあるから犯罪がやりにくくなるとか、そうゆう抑止する働きがあるわけですが、普通

の市民の方も映ってるということなのでそのあたり今日諮問にありますように個人情報保護、

プライバシーの関係からどう考えたらいいのかということをご意見頂ければと思います。最後

に説明ありましたように、既に北広島市では 84 台あるということですが、それに関する統一的

なルールがまだ無いという事で今回ルールを作ろうというところが出発点かと思います。この 1

の背景というところですけれどもご意見ご質問ありましたらお願い致します。 

それでは 1 についてはこのままで進めたいと思います。次は適用の範囲ですね、これについ

ても最初に定義説明がありましたけれども、防犯カメラというのは商店街とか民間施設でも防

犯カメラが設置されていると思うのですが、今回の場合はそういうものに触れずに市の施設に

常設されている防犯カメラを対象としてどういうルールにして取り扱っていこうかということ

を決めるという事です。この適用の範囲に関してどうでしょうか。 

◆ A 委員 

市の施設等で使われているカメラ台数が 84 台ありますと。例えば同じような人口の規模の石

狩などとはだいたい似たような数なのでしょうか。 

◆安田課長 

申し訳ないのですが、他市の設置状況までは押さえてはいないです。ただ、石狩市では安心安

全という形で、公園とかに設置するという動きは結構あると聞いております。本市の市民課に石

狩市からの設置についての問合せも何件か来ております。そのことから石狩市では本市よりも

多いかもしれません。本市ではほとんどが防犯というより施設管理を目的として施設について

いるカメラがほとんどですから、そういう意味では本市はそれ程多くはないと思います。 

● B 委員 

 A 委員の質問とちょっと関連するのですが、北広島市では防犯カメラを今後増やしていこう

とか、そういう方向とかはお考えなのですか。それとも現状の今有る 80 ちょっと位で維持して

おいてということでしょうか。 

◆安田課長 

今後、施設が増えてくれば施設管理ということで設置が増えていくと思います。ただ防犯上と

いうことであれば、場合によっては公園とか、不審者がよく出る場所とか、そういうところとか

にも、今後設置していく可能性はあるのではないか、とこれはちょっと個人的な意見でもありま

す。やっぱり防犯カメラの犯罪の抑止力というか、未然防止というのは確かにある事は間違いな

いと思います。ただ現在、市に設置要請が多くきているわけではありませんが、他市とかでは、

自治会の方に補助金を出して自治会に付けてもらっている市町村もあります。うちも将来的に

は増えていく可能性があるかもしれない。 

◆寺岡主査 

今の件について補足させて頂きます。84 台のうち市役所 26 台とありますが、建て替わる前の

庁舎にはこんなに台数はなかったんです。当然施設の更新の時に付けるという動きは耳にしま

すし老朽化した施設は多いので、そういうタイミングでやはり付けようとなることで増えてく

るものと思います。先程の公園の話とはまた別の話なのですが、施設の更新に伴って徐々に増え

ていくという実態はございますので。以上、ご参考になればと思います。 

◆ B 委員 

今回の場合は施設等となっていますから例えば公園に設置する場合これは適用されないので 

すかね 

◆安田課長 

今は、施設がほとんどですが、公園についても市の施設であれば適用となります。 



◆ B 委員 

市役所みたいな建物の中に付けるのであれば施設管理という意味で防犯とは別に必要かなと

は思うのですが、公園というのは一般市民の方が日常的に使われている所なのでそこに市の公

園だからという事だけでどんどん防犯カメラを付けるという、それはやっぱり市民の方の使わ

れている利用者の方の意見を聞きながら進めて行ったほうがいいという気はしますね。 

◆安田課長 

不特定多数といいますか、公共の施設に付ける場合はそれなりの意見を聞いて付けていくと

いう形を取らざるを得ないかなと思います 

◆山下会長 

他にご意見はないでしょうか。 

◆ C 委員 

こないだ説明を受けた時にこういうのが国として作られているのですか、と質問したらまだ

国では作っていないというような話だったものですから、ここで作るのは画期的というか、よそ

の街にもあるかもしれませんけど、うちの街としたら、この街に合ったものがちゃんと作れるの

でないかなと思いますけどね。国で作ってないのはどうしてでしょうか。今ものすごい問題にな

っていると思うんですけど。 

◆安田課長 

国の方ではですね、防犯カメラの画像の取扱いについて経済産業省が、特定される画像は個人

情報に当たるとの見解を示しており、防犯カメラの取り扱いは個人情報保護法の位置付けの中

で対応してください。というのが基本的な考え方です。そのことは本市でも同じで個人情報保護

条例の中でもこの防犯カメラの画像の部分は個人情報に当たるというものは変わりません。そ

れで今までも、防犯カメラの画像の取り扱いは個人情報保護の中でやってきています。ただ取扱

要綱のようなガイドラインを国は一切定めていません。これは結構問題にもなっていて、弁護士

会からも要望等が出されているのもありますが、国はそういうものがたくさんあり過ぎるせい

か作っていないのが現実です。そこで、各自治体が、その市の実情に合わせ、作っているという

状況であります。札幌市はガイドラインという形で作っています。 

◆ B 委員 

今のお話しですと、個人情報保護条例等で一定の歯止めはできるんだけども、今回別立てでこ

ういう防犯カメラの運用部分を作ろうと、いうことですね。 

◆福島部長 

具体的に対応する為には、個人情報保護条例だけではなかなか職員が対応しづらいものです

から、具体的に取扱要綱的なものを定めまして、それぞれ個々の事案に対応できる形をとってい

きたいというところでございます。もちろん保護条例が基本になることは変わりないです。 

◆寺岡主査 

当市でも 6 年位前に防犯カメラの映像の情報公開または個人情報の開示ということで請求を

受けかけた事案がございます。そのときもしましたが、請求があった都度判断しようとすると無

理が生じるということは非常に実感としてございまして統一的なルールが手前にあると、これ

に基づいて管理しています、という説明もしやすいですし、判断を素早くできるというようなと

ころが背景にございます。 

◆福島部長 

また、その要綱を定めますと、具体的にその要綱、保護条例、判断に疑義が生じる場合につい

ては、また審議会にかけて判断していく場合もあると思いますけれども一定のルールを定めま

して、その中で判断できるものはその中で対応していくという事も可能にするよう定めていき

たいと思います。 

◆山下会長 

2 のところで他に意見宜しいですか。ではとりあえず 3 の方に進めていきたいと思いますも

し前の方の話で何か思いついたものとか思い出したものがあればまたそちらに戻りますので、

遠慮なく質問意見お願いします。そうしましたら、（1）から分けてご意見頂きたいと思います。 

まず（1）ですね、設置についてですね。必要最小限の台数にするとか、必要最小限の撮影範

囲にするとか、あるいは隠し撮りはしないとか、ここに防犯カメラがあります、設置しています

よ、というのを表示するとか、ということを行うという事なのですけれども。（1）について何か

無いでしょうか。 

◆ A 委員 

民間でつけている防犯カメラと、市で公的に付けているものの分け方ってあるのですか。民間



は自由に付けているのですか。 

◆安田課長 

民間の場合は、自分で必要と考えている所にそれぞれの考えに基づいて付けております。ただ

民間の場合も画像は個人情報保護法の適用になります。ですから勝手に画像を公表したりする

ことはできないと、保護法に基づいて取り扱っていると思います。 

ただ明確な基準が謳われてないですから。どういうふうに行っているかはわかりません。 

◆ A 委員 

ニュースなんかで車のスピードとか出ますよね。違反だとかあれは殆ど民間のものですか。 

◆安田課長 

たぶん画像を公表することは民間から警察がもらって警察が報道機関に渡していると思います。

犯人画像が写っていて個人が特定できる画像を民間の方が直接渡すってことは無いと思うんです

よね、警察が報道機関に提供してるのではないかと思いますけど。もし間違ったら大変なことに

なり、訴えられる可能性もありますから。 

◆ F 委員 

今、会長さんから 3 の遵守すべき事項の（1）設置についての部分で何か意見等がないかという

ように諮られましたけれども。私、前にも資料を送って頂いて読ませて頂いて（1）から（2）（3）

と（6）の苦情の処理まで、こういったことをきちんと遵守しながら運用していけば全く問題ない

んじゃないかなという総論です。 

◆山下会長 

3 のところについては（1）から（6）まで細かいところで分けていますけれども、これはあま

り気にされずにどこからでも構いませんので。 

◆ D 委員 

設置の目的を明確にするというのは、内部的に明確にするということですかそれとも市民に明

らかにするという事ですか。 

◆安田課長 

市民といいますか、あくまでも市が防犯カメラをこういう目的でここに設置しました、という

のを決めます。総合体育館とかに行きますと、アリーナに付けているものがありますが、このア

リーナには、職員が普段常に居るわけにいかないので施設管理という、事故防止を目的でつけま

す、とか、駐車場については防犯目的でつけるという場合もあるし、車がどれくらい入っている

かという管理を目的としている場合もありますね、それをどっちにするかはありますけれども、

そういう目的をそれぞれ明確にして設置することとします。 

◆ D 委員 

個人情報保護法だと個人情報を取得するときに目的を相手に通知するか、公にしなければなら

ないですよね、それとの対比で目的を明確にするというのは外に明らかにするというのか、それ

とも内部的にただ決めてればいいよというのか。そこの違いを聞かせて頂きたい。もしそれが内

部的にいいのであれば別に設置していますよ、と入れる必要があるか無いかと変わってくると思

いますので、条例で目的を明確にするとなっている、それがどういう意味なのかなと。そこが引

っかかっていたので。 

◆安田課長 

目的を明確に決めておかないと、後で出てくる目的以外で提供に引っかかってくると思います。

先ほど D 委員さんが言ったように通常個人情報を入手したときは登録簿というものを作成して

います。この登録簿は情報公開請求があれば、公開もしています。今後防犯カメラ映像もこの登

録簿を作成して管理したいと考えています。 

◆ D 委員 

オープンにはなっているということですね。 

◆安田課長 

オープンにしています。 

◆ D 委員 

引っかかったのは、例えば個人情報保護法だと目的が明らかであれば通知しなくていいとかね、

だから防犯カメラは別に誰でもわかるでしょう。という話なんですよ。ただ、市でやる場合そう

いう情報が無いので、明確にするという外にオープンにしなきゃならないよと言うなら何もそう

いうのを明らかにせずに設置してしまうのは問題になるよ。ということかなと思っていたんです。

だから対外的にそれを確認できるものとし、登録簿みたいなのがあってそこに目的が書いてあっ

て誰でも見れます。という状況になっているということですね。 



◆安田課長 

そうです。 

◆ D 委員 

すいません、細かくて。 

◆安田課長 

確かにそうなんです。目的を今明確にしていないので、言われる通りなんですよね。きちんと

目的を明確にして登録簿に載せておくという形にしないとまずいかなと思っております。 

◆ B 委員 

いくつか目的があると分けて考えるべきなんですか。 

◆安田課長 

施設によっては、施設管理と防犯、監視用という風に出してもらうことを考えています。 

◆ B 委員 

2 つ位ですか。 

◆安田課長 

多いのはそうですね、防災、施設管理、それと防犯、その三つが普通分かれていまして、防犯

以外は普通、監視カメラというのですが、なかなか監視という言葉の印象が悪いので、防犯と言

い換えているのが多いです。 

◆ B 委員 

防犯目的でやっても、あとの話ですけど（4）にあるようなそれは例えば捜査機関に提供すると

きにはやはり例外なんですか。 

◆安田課長 

もともと防犯目的で、防犯用ですよということであれば、それに基づいて、それの目的を達成

する為であれば提供することは全然問題はありません。 

◆ B 委員 

じゃあそれは、目的外じゃないんですね。 

◆安田課長 

本市は、ほとんど施設管理という目的で設置していますので、警察から令状が来た場合はそれ

をもらって出している。 

◆ B 委員 

例えば駐車場に防犯カメラをつけて停まっている車に何か、そういった時にはそれは防犯用に

つけてるからそれについて警察に提供するとかってことは、あり得ますか。 

◆安田課長 

防犯目的であれば、それは目的を達成するものなので良いということです。 

◆ E 委員 

そしたら、施設管理用に付けてるカメラっていうのは防犯カメラの扱いにならないのですか。 

◆安田課長 

市の施設では、施設管理という目的設置していることが多く、犯罪の未然防止を主として付け

てるわけではありません例えば、エルフィンパークの階段だとか、芸文ホールの廊下、道路も全

部施設管理で付けており防犯用ではなくて施設管理の目的で付けていますから警察から要望が来

た場合は、書面でもらわないと見せてない。というのが現実です。 

◆ E 委員 

それは、今回の防犯カメラの取扱についてって事だったら分かれるじゃないですか。防犯カメ

ラ用に付けてるカメラと施設管理用に付けてるカメラ。そしたら、防犯カメラ用はこの扱いにし

ますよというものになるかもしれないけど、施設管理用のカメラの方はどうなるんですか。 

◆安田課長 

一番最初に定義の適用の範囲の中で防犯カメラとしているんですが、施設用であろうが、防災

用であろうが一般市民は何で付けているか分からないので、全て含めて防犯カメラという扱いと

します。 

◆ E 委員 

じゃ市で設置しているカメラは全て。 

◆安田課長 

それが施設管理であろうが防災用であろうが、常設しているカメラが対象です。 

◆ E 委員 

わかりました。ありがとうございました。 



◆ B 委員 

さっきの目的を分けるという意味合いでは、そうすると防災カメラだとすごく狭いイメージで

したが全てのということですね。 

◆安田課長 

全て含めて防犯カメラという扱いとするということで要綱を策定する予定です。要はプライバ

シーを守るという部分でいけば、付いているのが市民の方が防災なのか、防犯なのか施設管理な

のかは分からない。ですから、録画できるカメラは全て対象として今回の基準にしたいと考えて

います。 

◆ E 委員 

例えば市の職員の人で、施設管理用だからこれ防犯じゃないよと言うような事はじゃあありえ

ないんですね？ 

◆安田課長 

ありえないというか、この基準に該当しないという事ではない。全て該当します。と言うこと

です。常設の録画できるカメラで、市が設置したのであれば全て対象となります。 

◆ F 委員 

庁舎の中にね、エレベーターの所にありますよね。全てのエレベーターに。あれは通常で使う

のは施設管理で使っているけれど、時にはもしかすると、そういう防犯で使われることもあるっ

てことですね。 

◆安田課長 

あります。エレベーターにも付いてるし、玄関にも付いてる。警察が何かの捜査できた時に、

画像を見せてほしいとなったときは、犯罪捜査用では付けてないから目的外利用ということで、

書面による申請が必要になるということです。 

◆ C 委員 

前の説明では、防犯カメラとしての説明を受けたと思いましたが。 

◆安田課長 

要綱を作成するときに、防犯カメラ、施設管理カメラ、防災用カメラと一つずつ規定するので

はなく、それらを包括して規定することになるということです。 

◆ C 委員 

分かるように書いておく必要があると思います。 

◆ B 委員 

防犯カメラの意味がすごく広いのと、狭いこの防犯目的の為のカメラとこう 2 種類あるので、

市役所の内部ではそれで行けるのかもしれないですけれど。 

◆寺岡主査 

実務上ですね、先程防犯目的の場合は提供可能かもしれないという話が出ていましたけれども

警察機関と捜査機関とへの提供目的に設置したカメラではないのであれば原則は先程の（4）の扱

いになると思って頂いた方が良いかと思います。当然そういった協業と言いますか、捜査目的の

為に最初からあっても宜しいのですけれども、そこまでやっているケースは今市の中ではござい

ませんので。 

◆ B 委員 

普通ないですね。 

◆寺岡主査 

たとえ仮に防犯目的だとしても、提供を求められた場合にはこれにのっとって情報に基づく書

面を出して頂いてやるのが適切だと思われます。そう考えて頂けると割と統一的なイメージでも

って頂けるのではないかと思いますので。 

◆ B 委員 

 D 委員が最初に質問された目的というのを明確にするのは確かにいいのですけれども、それ

がどういう意味を持つのかというのをもうちょっと整理したほうがいいかもしれませんね。 

◆寺岡主査 

そうですね。 

◆ B 委員 

明確にするとか、そのために最少限の台数にするとか、その方が望ましいと思います。（1）の

ところに色々質問がありますけれども、他の（2）や（3）とかはいかがでしょうか。30 日、保存

期間は 30 日以内だとか。施錠できる位置場所に設置・保管とありますが、施錠とは具体的にどう

するのでしょうか。 



◆安田課長 

防犯カメラの画像が映ってる場所は、基本的には事務所内なので、当然鍵もかかります。録画

画像が見れる場所や、録画装置を設置している場所は施錠できる場所でなければならないと考え

ております。 

◆ B 委員 

わかりました。 

◆ G 委員 

それはつまり、誰でも自由に見たりする事はできないようにするということですね。 

◆安田課長 

そうです。 

◆ G 委員 

限られた人しか画像は取り扱えということですか？ 

◆安田課長 

     その通りです。 

◆ G 委員 

これは今置かれている市内で設置されている市の建物については今現在もそういうふうになっ

ているということですね。 

◆安田課長 

なっています。事務所内で、場合によってはモニター画面は、通りがかりの人に見える場合が

あるかもしれませんが、それは録画してるのを見てるわけじゃない。映ってるのは見ますけど、

記録として残ったものではない。当然それを残してる所は施錠できる所であります。 

◆ G 委員 

今の容量でいくとハードディスクも 30 日くらいが多いのでしょうか。 

◆安田課長 

通常市役所は 1 週間しか残せません。芸術文化ホールが 2 週間ですが、機械を入れ替える度に

だんだん長くなっています。だんだん容量が大きくなっている。要綱を定めるにあたって他市を

色々調べたところ、早い時期に作ったところはだいたい 2 週間というのが多かったのですが、最

近のところは 30 日というのが多いことから、30 日以内としております。それ以上持つ必要もな

いであろうと 

◆ A 委員 

実際に今まで北広島市内で開示を求められたことはあるんですか。 

◆寺岡主査 

6 年程前に芸術文化ホールからエルフィンパークに上っていく階段の防犯カメラの映像の開示

ができないかというご相談を受けたことがございます。 

◆安田課長 

それは、個人からの依頼でした。あと、警察からのは、毎年 5～6 件はあります。23 年からデ

ータとしては、23 は 4 件。24 年は 1 件、25 年は 2 件、26 年は 7 件、27 年は 3 件で、28 年は 6

件と、その年によって違いますが、平均では約 4 件程度となっており、とんどが警察からの令状

ですね。 

◆ A 委員 

犯罪に係るということですか。 

◆安田課長 

そうですね、行方不明もありますが、ほとんどが犯罪です。つい最近も確か万引きだったかの

関係で来てたと聞いております。 

◆ A 委員 

結構な件数あるのですね。 

◆安田課長 

あります。だんだん警察の利用が多くなっている気がします。 

◆ C 委員 

これは、施錠できる所に置くっていうのは運用の今、指定管理とかって施設で管理するってい

うことになっていろんな方に頼んでると思うのですけれど。この運用担当責任者や管理運用責任

者というのは市の担当者ですか。 

◆安田課長 

今の取り扱いで行けば、防犯カメラを実際設置している、エルフィンパークとかは、撮影や録



は委託会社にお願いしてます。ただ、提供の要請が来た場合は施設を担当している部署で対応を

しています委託会社では通常の施設管理上での画像の運用とかはしますが、警察とかへの画像の

提供とかは全て市の職員が対応します。 

◆ B 委員 

契約の時にそういう情報をすでに作ってるんですか。 

◆安田課長 

契約の中にどこまで行うかということを謳っています。 

◆ B 委員 

できるものを定義しているのですね。 

◆ C 委員 

この鍵っていうのは市が持っている？ 

◆安田課長 

施設管理者が持っています。ただ情報管理というのは当然、個人情報というのは謳っています

ので、防犯カメラだけではなく委託業者と契約を結ぶ時には個人情報を扱う業務につきましては

全部契約で謳って縛りを付けてます。 

◆山下会長 

もう（4）や（5）まで意見が色々出ていますので、皆さんご自由に、疑問に思うところとか、

どうぞお願します。 

◆ D 委員 

（4）のところで、条例有きの制度なんですよね、条例と一致させない理由が分からなくて。（4）

の 1 が。 

◆安田課長 

ほとんど条例と一緒ですが、1 つ刑事訴訟法は条例には書いていません。条例では法令に基づ

くというにしか書いていません。で、わざとこの防犯カメラの取り扱いについは入れたかったの

は、ほとんどこの刑事訴訟法の 197 条での請求が多いからです。そのためにここを明確にしてお

くことで、施設管理者が請求のあった時に提供しやすいというか、事務が執りやすいということ

で、明確に謳うこととしました。 

◆ D 委員 

実施機関内部で例外と書いてあって、この要綱で書いてない、違いあるのかなと思っていたん

ですけれど。 

◆寺岡主査 

ここについてはですね、範囲を広げているのではなく、むしろ狭めているとご理解頂ければ。

特殊な情報でもありますし、条例はある程度汎用的に書いてあるのですが、例えば市が今現在意

思過程形成中のものは出さなくていいという情報開示上があるんですけれども、そういったこと

は防犯カメラの映像では無かろうと。そういったところは当然除外していい話でございますし、

こちらに置いてあるのは防犯カメラに必要なものだけ当然にありうるものだけに絞って範囲を定

めてしまってそれ以外には利用できないというようにしてしまった方が十分でないかという発想

でのことです。ですから、条例では特に禁じられているが、こちらで許可しているものは無いと

いうことです。 

◆安田課長 

条例の方は全部で 6 つ例外規定を設けて、1 つは本人の同意がある、2 つ目は法令との規定に

基づく時、個人の生命、身体及び財産の保護のため、緊急を必要があるとき、ここまでは今回も

謳っています。そのほかに条例では出版報道等により表ざたにされている情報、同一の実施機関

内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、事務の執行上相当の理由があり、かつ、個人

の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき、審査会の意見を聴いた上で、公益

上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるときと謳っていますが、ここでは謳ってお

りません。あくまでも要綱なので、管理者が画像の情報を提供するのに分かりやすいように絞り

込んだものだけを例外規定としています、と理解して頂いた方がいいかなと思います。 

◆ B 委員 

要綱なんで、どこまで市役所内でこれのマニュアルとルールですね、もともとこの審議会にか

ける必要もないのかもしれない。ですよね。 

◆安田課長 

この案件は、審議会にかける案件として今迄あまり無いケースです。今までは個人情報の取り

扱いが良いのかどうかというものでしたが、今回、内部の取り扱いについてですから、ただ、定



めるにしても保護審査会の方に、内容について、少し足りないのではないのかとか、もっと厳し

く扱った方がいいのでは、という意見もあればということで、お諮りしました。 

◆ B 委員 

要するに市民目線でもこれはこうだああだという。 

◆安田課長 

そういう意見もないと都合のいいだけのルールになってしますので。 

 
６答申 
 
◆山下会長 

色々ご意見ありましたので、それを踏まえて。宜しいでしょうか。国にも無い制度を北広島市

で作ろうということなので、そういう点では方向としてはいいと思います。個人情報保護条例と

いうのがあって、それにも関わりながらこういうのを作っているわけなので、個人情報保護条例

と重なりあう部分もあればちょっとこう特殊な部分もありますので、そのあたりどこまで個人情

報保護条例と同じような仕組みにし、どこをちょっと変えようかというそこを意識して作ってい

ってもらったらいいのかな、と。最後にもありましたように、要綱とは言っても市民の目に触れ

ることもあるかと思いますので、市民に対しても説明できるような定めにしていった方がいいの

かなと思います。 

色々ご意見も出ましたが、そんなにここはまずいんじゃないのかと言うのはなかったように思

うので宜しいのではないかと。 

ここの審議会では一般的な方向性というかそういうのを答申の中で示すということでまとめて

いきたいと思うのですけれども。例えば、市が設置又は管理する防犯カメラにより撮影記録され

る画像などの取り扱いについて、個人情報を保護する観点から、今回示されている遵守事項です

ね、統一的な基準を定めて下さいということですね。で個人情報の適正管理についても、きちん

と配慮して進めて下さいというような内容で答申をまとめたいと思いますが、宜しいでしょうか。 

◆委員 

はい。宜しくお願い致します。 

◆山下会長 

原案はまた事務局に作って頂いて、私も目を通した上で答申を作りまして市長に答申したいと思

っておりますが宜しいでしょか。 

◆委員 

宜しいです。 

◆山下会長 

どうもありがとうございます。 

◆安田課長 

答申案については事務局の方でまとめまして、皆さま方にも一回お送りさせて頂いてすり合わ

せをして最終的に会長さんから市長の方に報告ということで、その前に一回見てもらって意見頂

いて直すなら直して最終的なものにしたいなと思いますので宜しくお願い致します。 

◆山下会長 

最終的にまた、要綱が出来ましたら、委員の方にも配布して頂きたいと思います。宜しくお願

い致します。 

◆ F 委員 

答申案については私共委員としては会長にご一命させて頂いていいのではないか。今日の皆さ

ん方のご意見、特に意見というよりも、先程 C 委員さんが、「国が定めもない中で北広が今そう

いったルールをきちんと定めようとしているというのはとても良いことだというご意見がござい

ましたけれども、ですからお任せ、わざわざ私共に案を示して頂いたあと最終的に会長の所にお

持ち頂く手間をかけなくても宜しいかと思いますけど、どうでしょうか。 

◆福島部長 

その結果をお送りしますので。 

◆安田課長 

最終結果を送らせて頂きます。 

◆山下会長 

そういう風に進めたいと思います。 

 



7 その他 
 
8 閉会 
 
◆山下会長 

それではこれで本日の審査会を終わらせて頂きたいと思います。どうもありがとうございました。

その他で事務局の方からは。 

◆安田課長 

特にありません。 

◆山下会長 

それではこれで終了致します。ありがとうございました。 
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